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1）はじめに 
国は、 2011年秋の臨時国会に「医師もしくは
保健師によるストレスに関する検査を実施し、
労働者の申し出により医師による面接指導を行
うこと」を柱とする労働安全衛生法改正法案を
提出した。法案は実質的審議が行われないまま
継続審議となった。
この労働安全衛生法改正法案には以下の点で
重要な問題点があり、職場のメンタルヘルスの
改善にはつながらない。産業医活動や職域健診
など産業保健活動を誠実に行っている私たち全
日本民医連は同法案の撤廃を強く求める。
 
2) 経過 
10数年間にわたり自殺者が 3万人を超え減
少傾向が認められていない。厚生労働省に設置
された ｢自殺・うつ病等対策プロジェクトチー
ム報告」において、職場におけるメンタルヘル
ス対策が重点の１つとされ、メンタルヘルス不
調者の把握と把握後の適切な対応について検討
することとされた。
具体化を図るため開催された「職場における

メンタルヘルス対策検討会」では 2010年 5月
31日から７月14日までの短期間の討議で報告
書を作成し、9月7日公表した。
これに対して日本産業衛生学会は 2010年6
月 26日「一般定期健康診断の一部として、全
事業場で一律にうつ病のスクリーニングを実施
することには現状では問題が多く、日本産業衛
生学会理事会としては賛成できない」との見解
を表明している。
ところが、厚生労働省は新たに「事業場にお
ける産業保健活動の拡充に関する検討会」を開
催し外部専門機関の導入を促進する報告書を取
りまとめた。
こうした動きに対して産業衛生学会産業医部
会は2010年12月25日「健康診断時うつ病ス
クリーニングならびに産業保健活動の拡充を
目的とした外部専門機関導入構想に対する産業
医部会としての意見」を表明している。さらに
2011年9月 15日には「産業医有資格者、メン
タルヘルスに知見を有する医師等で構成された
外部専門機関を、一定の要件の下に登録機関と
して、嘱託産業医と同様の役割を担うことがで
きるとした「建議」に基づく法（または省令等）
改定の中止を求める」産業医部会幹事会の見解
を表明した。
すなわち、わが国の労働衛生の専門学会が反
対している施策を、国は強引に推し進めようと
しているといえる。

発行■九州社会医学研究所
　   〒804-0012　北九州市戸畑区中原東 3-11-1

発行責任者■坂井　和文
ＵＲＬ：http://www.k-shaiken.jp

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
改
善
に
つ
な
が
ら
な
い
、

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
改
善
に
つ
な
が
ら
な
い
、

労
働
安
全
衛
生
法「
改
正
」法
案
は
た
だ
ち
に
撤
廃
せ
よ

労
働
安
全
衛
生
法「
改
正
」法
案
は
た
だ
ち
に
撤
廃
せ
よ  

コラム ●九州でも建設アスベスト
の訴訟の闘いが始まった。

健康被害の拡大を放置してきた国、建
材メーカーの責任を問う裁判である。ア
スベストが中皮腫や肺がんを起こす危
険な物質であることは、ずいぶん昔か
ら医師の間では常識的な事項だった。
四半世紀前に最も有名な内科の教科書
でも学んだ内容だった。しかし、アスベ
ストを取り扱う労働者は、そのことを知
らされずに従事し健康障害に苦しむこ

とになったのだ。専門家が持っている科
学的な知見が労働者には伝わらず、労
働者が健康に働くために保障されるべ
き知る権利が阻害されていたのである。

●同じようなことが、原発問題でも起き
ている。想定外の災害であることを繰
り返す「専門家」や、低線量被曝の健
康影響をことさらに否定する「専門家」
に対して、多くの市民が不振をいだいて

いる。
●アスベストと原発問題で共通して感じ
るのは、労働者や市民が自身の生存に
関わることを、専門家が提供する公正
な情報を利用し労働者や市民が選択で
きる権利が保障される社会への転換が
求められているということである。
●アスベスト訴訟の闘いは、被災者の
救済だけでなく、労働者や市民が健康
に生きる権利を広げる闘いでもあるの
だ。

健康に生きるための闘い

　事業者の安全配慮義務から個人の自己責任へとつながる危険のある“労働安全
衛生法”の改正案に対して、全日本民医連として以下の撤廃声明を出しました。
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3） 法案の概要は以下のとおりである
①  医師もしくは保健師がストレスチェックを行
い、結果を直接本人へ通知して産業医等の面接
を促す。

②  労働者が産業医等の医師への
面接を事業者に申し出でる。

③  事業者は申し出のあった労働
者に対し産業医等への面接を
受けさせる義務がある。

④  産業医等はさらに本人が同意
した場合に限り、事業者に対
して就業制限等の意見を述べ
る

⑤  事業者は医師の意見を勘案し、その必要がある
と認めるときは、当該労働者の実情を考慮し
て、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の
短縮、深夜業の回数の減少その他の措置を講ず
るほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは
安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会
への報告その他の適切な措置を行う 

4） 労働安全衛生法「改正j法案には以下の問題
点がある。

①  第一にストレスチェックの効果が確立していな
いことである。職域のストレスチェックを行い
その後の面接指導で改善が認められた報告論文
は僅か１編のみであり、それもスクリーニング
された者のうち９割以上が精神科医等の面接指
導を受けた場合とされている。今回推奨されて
いる9項目の質問表を用いたメンタルヘルスの
改善事例の蓄積は殆ど無い。ストレスチェック
で対象とされる労働者は 10数%と想定されて
おり、この中には多数の偽陽性者が含まれると
考えられる。ＥＢＭの確立していない方法はと
るべきではない。

②  多くの非正規労働者が、はじめから除外されて
しまう可能性が高い。また零細企業では健診受
診率さえも低いのが現実であり、これらの労働
者も除外されかねない。

③  さらに、ストレスチェックによる「偽陰性」が
相当数出ることが懸念される。現在非正規労働
者は三分の一以上になっており、とりわけ若者
では過半数が非正規労働者である。雇用関係が
不安定な非正規労働者では「メンタル不調者」
に対する「雇いどめ」が横行している現状から
すれば、ストレスを抱えていても正直に訴える
ことが出来ないのが実態である。

④  こうした「偽陰性」労働者に対しては「適切に

申告しなかった」として「自己責任」が押し付
けられる可能性が高い。また事業者が自らの職
場に問題なしとして改善を行わない口実ともさ
れかねない。

⑤  ストレスチェックにより面接の対象となった労
働者が事業者に面接の申し出を行うことにも問
題がある。精神障害による労災認定事例でも多
くは長時間労働や職場のパワーハラスメントが
要因とされている。これら長時間労働を強要し
またはハラスメン卜を行っている上司等に面接
希望を申し出る事は、困難である。

⑥  事業者による就業場所の変更、作業の転換、労
働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の事後措
置は、事業者が「その必要があると認めると
き」とされているが、その判断は客観性を持た
ない

⑦  このストレスチェックを外部専門機関に委託し
た場合、産業医契約を行ったとみなすことが可
能となっている。職場における労働安全衛生に
関する課題は、アスベストをはじめとする有害
物質対策や、人間工学
的対策など様々なもの
がある。産業医の活動
をメンタルヘルス対策
に矮小化しかねず、こ
れまでの産業医が行っ
てきた業務を軽視し、
信頼関係を損ねかねな
い。 

5）健康職場作りが重要
職場における、メンタルヘルス対策は、労働者
一人ひとりを対象としたストレスチェックではな
く、一次予防を中心とした健康職場作り対策が必
要である。
とりわけ、職場におけるハラスメント予防や長
時間労働をなくす取り組みを強化する事が最重要
課題と言える。

“労働安全衛生法の一部を改正する法律案”
のうち、「メンタルヘルス対策の充実・強化」
の部分が、労働者のためにならないことが明
らかなために、廃案または一旦保留として大
幅な修正を求めます。
日本産業衛生学会の産業医部会も以上の意
見を表明しています。
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セミナーの成果を今後にいかして

ほっとＨＯＴインタビュー

上 野 　 満さん
（宮崎セミナー現地実行委員長・宮崎生協病院　小児科医）

今回は昨年の宮崎セミナーで実行委員長を担って
頂いた宮崎生協病院小児科医の上野満先生に話を
聞きました。

子供の貧困をメインテーマとした宮崎セ
ミナーを終えて
　「人間らしく働く」という冠がついている九
州セミナーのメインテーマとして「子どもの貧
困」をどう取り扱うのか、実行委員会では実に
大きな議論となりました。ただ子どもの貧困事
例を列挙するだけでは、セミナーの趣旨として
は不十分であろう。そこから見える私たち自身
の働き方や働かされ方にどう結びつけていくの
か。逆に私たちの労働のあり方が、子どもたち
の生活する環境や育ちにどう影響しているの
か。大人側と子ども側の双方向から「人間らし
く働くとは」どういうことなのか、「子どもの
貧困」とはどういうことなのかを議論しようと。
その思いに至るまで何度も実行委員会で話し合
いました。
セミナーが終わって、記念講演からパネルデ

ィスカッションへと議論が深まったことについ
て、多くの方からお褒めと共感の言葉を頂きま
した。参加した方に「子どもの貧困」は私たち
大人の問題であり、社会の問題であることを発
信出来たのかなと思います。一年掛けて準備し
てきた苦労が報われる思いです。協力してくれ
た大勢の仲間たちに感謝しています。

小児科医として
　私自身は小児科医として、子どものことであ
れば、たいていのことは知っているつもりでし
た。しかし、援助が必要な子どもを見逃してい
た事実を突きつけられ、大変に反省しました。
そこで、どのような援助が必要なのかを考え

てみました。どんなに親に愛情があっても経済
的な貧困が進行すると、子どもはすくすくと健
康に成長することはできない、そういう事例を

経験しました。では、お金さえ援助すれば解決
するのかというと、やはりそうではなかったの
です。お金の使い方まで一緒に考え、サポート
をしていくことで初めて子どもが守られる、そ
ういう例もあるということを知りました。
　日本は相対貧困率がだんだん高くなっていま
す。とりわけ子どもの相対貧困率が高く、格差
が広がっています。所得の再配分を行うと本来
ならば子どもの貧困率は下がるはずなのに、日
本では逆に上ってしまうそうです。税金の使い
方に問題があるというのは明らかですよね。
　税金の使い方として子ども達に対する医療の
在り方があります。例えば、予防接種は自治体
によっては全て無料のところもあれば、有料の
ところもあり、料金も違っています。住んでい
る地域によって違うのです。お金のある人の子
どもは守るが、お金のない人の子どもは守らな
い。信じられないような事態がこの日本という
国で起こっています。「国（社会）が子どもを
守る」という視点が必要だと思います。
　
セミナー運動を通して、出来たネットワー
クが大きな成果
この一年間、みんなで悩みながら、一緒に考

え行ったことが大きいと思います。
　このネットワークを継続し発展させていくの
が今後の課題ですね。継続が力ですので、なん
とか活動を継続させていきたいと思っていま
す。
　　　
　民医連実行委員会として取り組んだハローワ
ーク内での健康相談会では、労働者の生の声を
聞くということでとても勉強になりました。関
わった担当者と今後も継続して取り組んで行こ
うと話をしています。
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これからの活動予定

第１０回「ドクターズネット・九州」開催のお知らせ
日　程：２０１２年３月 ２４日（土）１３時～
 ２５日（日）１６時３０分（予定）
場　所： 八重洲博多ビル
　　　　　３階会議室６（２４日）、１１階ホールＡ（２５日）

「人間らしく働くための九州セミナー・アスベスト大学習会2012」
日　程：２０１２年３月 ２５日（日）９時～
 ２６日（月）１２時３０分（予定）
場　所：八重洲博多ビル　１１階ホールＡ

会場住所

八重洲博多ビル　　電話：092-472-2889
ＪＲ博多駅筑紫口（新幹線口）
　812-0013　 福岡市博多区博多駅東2丁目18番30号

社医研ロゴマーク募集社医研ロゴマーク募集ののお知らせお知らせ

九州社会医学研究所は１９８７年８月
２日に設立して今年で２５周年を迎え
ます。これまでのご支援に感謝申し
上げます。
社医研ではさらに多くの方々に社医
研の活動を知っていただき、運動の
躍進を目指したいと考え、シンボルと
なる「ロゴマーク」を作ることにしま
した。
「ロゴマーク」は社医研の設立目的
である「労働者・労働組合が期待す

る労働者の健康を守る運動に対して、

医学・医療の面から貢献する」ことを
デザイン化したものにしたいと考えて
います。
そこで、「ロゴマーク」のデザイン

を広く皆様から募集することにしまし
た。応募者に制限はありませんので、
どなたでも応募できます。奮ってご応
募下さいますようお願い申し上げます。

（応募要項）
①締 切 日：２０１２年３月３１日　当日消印有効
②応募方法
● 白色用紙（種類は問いません。大きさはＢ５～Ａ４程度）
にデザイン画を書いて送って下さい。（白黒・カラーは
問いません）

●   必ずデザイン画の説明文を添付すること。無い場合は
無効となります。

● 住所、氏名、連絡先電話番号を明記すること。
　当選者は理事会で厳正な審査の上決定致します。

（賞　品）
当選者１名の方に賞品（商品券50,000円）を進呈します。
当選者には社医研より連絡いたします。

（粗　品）
応募者全員にもれなく粗品（商品券 1,000 円）を進呈
します。

（当選発表）
発表は社医研レター及びホームページに掲載します。

（送り先）
　　〒８０４－００１２　北九州市戸畑区中原東３－１１－１

　　　　　　　　　　　九州社会医学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　ロゴマーク係

　　　　　― よろしくお願い申し上げます。―

アスベストアスベスト大学習会大学習会

お問い合わせ ▼九州社会医学研究所　☎ 093-871-0449
　　　　　　　　　　　　　　　　担当：坂井、青木

八重洲博多ビル

２/ ７ 長崎セミナー現地実行委員会結成総会

２/ ８ 宮崎セミナー現地実行委員会まとめ

２/ 26 労健連「諫早湾干拓問題」学習ツアー

３/ ３ 労健連「アスベスト電話相談会」

３/ 11 さよなら原発北九州集会　三萩野公園
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